様式第4号(第7条関係)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　第　 　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　年　　月　 　日

　　　様　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彦根市長　　　　　　　　印
　

　彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付決定通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　年　月　日付けで申請のあった　　　　年度彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金については、下記の条件を付して交付することを決定したので、彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付要綱第7条の規定により通知します。

記

1　補助金交付額　　　　　　金　　　　　　　　　　円
2　
[bookmark: 13000088601000000016]　(1)　この補助金は、申請書に記載の対象経費以外の目的に使用してはならない。
　(2)　当該年度の事業が完了したときは、速やかに実績報告書を提出すること。
  (3)  交付された補助金は、精算の結果その額が変更されることがある。
[bookmark: 13000088601000000032][bookmark: 13000088601000000036](4)　事業の内容のうち、次の事項を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。ア　建物の規模、構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。) 
イ　建物等の用途 
[bookmark: 13000088601000000044][bookmark: 13000088601000000020]ウ　入所定員または利用定員 
(5)　事業を中止または廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。 
[bookmark: 13000088601000000024](6)　事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。 
[bookmark: 13000088601000000028](7)　事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について、証拠書類を整理し、当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
